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農地等利用最適化の推進施策に関する意見 

 

世界的な人口の増加や世界各地での紛争などに伴う食料需給の変化により、食料安全保

障上のリスクや食料危機が懸念されており、我が国における食料の情勢は、肥料・飼料も

含めた生産資材の過度な輸入依存を低減させていかなければ国内の食料安定供給を図るこ

とができない状況となっています。 

こうした中、四半世紀ぶりに改正された「食料・農業・農村基本法」では、食料安全保

障の規定のほか、食料の価格について「持続的な供給に要する合理的な費用」を考慮する

こととし、農家が再生産に意欲を持てる適正な価格形成に向けた仕組みを法制化するとし

ていますが、現時点で具体的な方向性が示されておらず、農業経営に大きな影響を与えて

います。 

この基本法に併せて成立した関連３法案は、緊急時の対策として政府による生産促進の

要請、確保すべき農用地の面積目標達成に向けた措置の強化、農地の違反転用に対する措

置の強化、スマート農業技術の活用と開発・普及に関する二つの計画認定制度の創設など

法令が整備されましたが、これらについては緊急時の対応だけではなく平時からの対策が

重要であると考えます。 

また「農業経営基盤強化促進法」の改正・施行に伴い策定された「地域計画」について

は農業者等との協議の場への参画、農地情報の提供、目標地図の更新など様々な対応が求

められており、地域の実態に即した具体的な農業振興施策の立案・実践のためにも、今後、

農業委員会が益々重要な役割を担っていかなければならないと考えます。 

 

網走市農業委員会では「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定め、担い手へ

の農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止などに努めていますが、網走市の農業を

次世代に向け持続的に発展させていくためには、これまで以上に農地や担い手対策に対し

積極的に取り組んでいく必要があると認識しています。 

これらの状況を踏まえ、網走市の農業振興に関し、農業生産力の増進及び農業経営の合

理化等に資するための実効性ある施策の実施と関連する予算の確保、及び「網走市農業経

営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に掲げる効率的かつ安定的な農業経営の促進、

国、北海道など関係機関に対する積極的な要望活動等につきまして特段のご高配を賜わり

ますよう、農業委員会等に関する法律第 38 条第 1 項の規定に基づき意見書を提出します。 

 

令和７年１２月１１日 

 

網走市長 水 谷 洋 一  様 

 

網走市農業委員会 

                         会 長 山  田  健  一 
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意  見  事  項 

 

 

１．農業生産基盤整備の推進と迅速な災害対応について 

 

２．新規就農者・担い手・労働力確保の対策について 

 

３．ジャガイモシストセンチュウ類の対策について 

 

４．食の安全・安心の確保、地産地消の拡大について 

 

５．有害鳥獣による農業被害対策の推進について 

 

  ６．農業ＤＸ・スマート農業・ＡＩ技術の導入促進について 

 

  ７．肥料・飼料・生産資材・燃料等の高騰対策について 

 

  ８．家畜伝染病の対策について 

 

  ９．農業委員会制度の堅持について 
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１．農業生産基盤整備の推進と迅速な災害対応について 

 

網走市の農業は、畑作３品と豆類を中心とする生産性の高い土地利用型農業を主体

とし、我が国における安全・安心な食料の安定供給や、国土の保全・水源の涵養・自

然環境の保全などの多面的機能の面においても重要な役割を担うとともに、地域の基

幹産業として発展してきました。 

 

昨年、四半世紀ぶりに改正された「食料・農業・農村基本法」では食料安全保障の

確立が規定され、生産性と付加価値の向上により農業の持続的発展を図り食料自給率

の目標を達成するとしていますが、そのためには生産性の高い優良農地の確保が不可

欠となることから、当地域においては大型農業機械やスマート農業機械にも対応し得

る農業生産基盤の整備を計画的に進めることが重要です。 

 

また、近年、気象変動に伴うゲリラ豪雨などによる冠水や湿害、干ばつや強風によ

る倒木などの被害の増加は農業者の大きな不安となっており、これに対応するための

基盤整備や未然防止も含めた災害対応が強く求められております。 

 

このような状況下、今後とも網走市の農業が持続的に発展し、日本の食料基地とし

ての役割を担っていくためには、計画的な農地や農業水利施設等の基盤整備事業の実

施、近年急増する気候変動に伴う災害発生時の迅速な対応が不可欠であることから、

次の事項について適切な施策を講じられたい。 

 

 

（１）農地や農業水利施設の持つ機能を適正に発揮させるため、暗渠排水や土層改良

などの基盤整備を計画的に推進する関連事業予算について、近年の資材・工事費

の高騰も考慮し予算額の増額を検討するよう、国・道に要請されたい。 

   

（２）農家負担率の引き下げを行うパワーアップ事業は、令和８年度より第７期がス

タートするが、新たな制度については農家負担の軽減が十分に発揮されるととも

に、生産農家が基盤整備事業に参加し易くなるよう、財源措置の強化と継続につ

いて国・道に要請されたい。 

 

（３）台風、ゲリラ豪雨などによる農業被害防止のため排水改良対策の早期実施とあ

わせて、災害発生の抑制につながる樋門・樋管の適切な管理・運用、強風による

倒木の未然防止も含めた対策など、早急な対応が図られるよう体制の強化に努め

られたい。 
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２．新規就農者・担い手・労働力確保の対策について 

 

活力ある地域農業を持続的に発展させるには、農業に対する強い意欲と情熱を持っ

た農業者の存在が不可欠であり、そのためには経営感覚に優れ、農業への意欲や能力

を身に着けた新規就農者、担い手に加え、外国人労働者などの育成・確保が喫緊の課

題となっています。 

網走市においても少子高齢化に伴う人口減が進行し、離農に伴う農家戸数の減少や

農業従事者の高齢化に伴う担い手不足、労働力不足や農村地域のコミュニティの崩壊

が深刻な課題となっており、若い世代が農業を魅力ある職業として選択するような施

策の展開が求められております。 

 

 新規就農者・担い手不足については、国の事業（農業次世代人材投資資金など）の

活用により新規参入者の増加を図っておりますが、新規就農はまだ充分な状況と言え

ません。また人材の育成も必須であると考えます。 

 

雇用労働力については、地域外や農業以外の分野に対して広く人材を募集していく

ことが重要と考えますが、国内総体の労働力不足も懸念されていることから、今後益々

外国人労働者の活用が重要と考えられます。 

 

家族経営協定の締結によるスムーズな事業継承の推進や、網走市農政推進協議会と

農協が中心となり取り組んでいる配偶者対策は徐々に成果が現れてきておりますが、

今後、更に対策を進めていく必要があると考えます。 

 

このような観点から、新規就農者・担い手の育成及び支援対策、配偶者対策、労働

力確保対策について、次の施策を講じられたい。 

 

 

（１）雇用労働力の確保につながる市独自の「農業者サポート事業」が令和６年度に

新規創設され、初年度より多くの農業者に活用され令和 7 年度は事業費も拡充さ

れている。本事業は農業者の営農意欲の向上につながる事業として評価されるも

のであることから、本事業の継続をお願いしたい。 

 

（２）配偶者や新規就農者対策、外国人も含めた労働力確保のための住宅対策などに

ついて、引き続き実施するとともに、地域コミュニティ維持につながる施策の充

実についてお願いしたい。 

 

（３）オホーツク網走農業協同組合が実施している「担い手実践研修支援事業」は、

後継者にとって、知識・技術の取得や経営感覚を養うため有効な事業であること

から、引き続き、支援に係る市の予算措置をお願いしたい。 
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３．ジャガイモシストセンチュウ類の対策について 

 

当市において、馬鈴しょは麦の過作やてん菜の交付対象数量の削減などの状況下

において、基幹作物の中でも重要な位置づけとなっています。 

 

 市内圃場で拡大傾向にあるジャガイモシストセンチュウ(Gr)の発生面積は、令和

６年度末で 5,090.83ha となっております。 

 また、平成２７年に国内で初となるジャガイモシロシストセンチュウ(Gp)が市内

で確認され、平成２９年度から植物防疫法に基づく緊急防除として土壌消毒や対抗

植物での対策を行った結果、令和６年度までの発生圃場の約 98％となる 221 圃場

916.92ha が検出限界以下となり、本年度、残る３圃場 8.05ha の全圃場で防除が実

施されています。 

この国による緊急防除事業は現時点では令和７年度までとなっており、地域全体

で防除と蔓延防止に努めておりますが、一方で種馬鈴しょの検疫検査やフォローアッ

プ調査において新たにＧｐが確認されていることから、農業者は今後に憂慮していま

す。 

 

また、Gr 発生確認圃場の拡大により、地域内における種馬鈴しょの数量不足が慢

性化しており、種馬鈴しょの確保が喫緊の課題となっています。 

 

このような状況下、ジャガイモシストセンチュウ類の対策に関する次の施策を講じ

られたい。 

 

 

（１）ジャガイモシロシストセンチュウ(Gp)の緊急防除について、一日も早く検出

限界以下となるよう、国、道、関係機関と連携し取組みを強化するとともに、

新規確認圃場については継続して国の予算対応がされるよう要請されたい。 

 

（２）ジャガイモシロシストセンチュウ類の抵抗性品種として、ユーロビバの導入が

進められているが、作付けを拡大するための種馬鈴しょの量が不足していること

から、その確保と現在開発が進められている国産品種の早急導入について関係

機関に要請されたい。 

 

（３）慢性化している種馬鈴しょ不足に対応するため、ジャガイモシロシストセンチ

ュウ類の卒業後の種馬鈴しょ生産のルールについて、地域内限定の生産・流通を

認めるなど、法改正や要件緩和について関係機関に要請されたい。 

 

（４）緊急防除からの卒業後も重要病害虫のまん延防止対策は重要と考えられることか

ら、対抗作物などによる休閑緑肥等に対する支援の創設を国・道に要請されたい。 
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４．食の安全・安心の確保、地産地消の拡大について 

 

 食品安全基本法のなかで、国民の健康の保護を最優先とし、農場から食卓までの食

品供給の各段階において、国民の健康への悪影響を未然に防止するための措置が科学

的知見に基づいて講じられることが必要であるとされています。 

 

また、年々、国民の食の安全・安心への関心が高まっており、生産者側は、安全・

安心な農畜産物を生産、供給する産地の形成が求められる状況にあり、消費者から信

頼を得て、生産者と消費者の相互交流を促進するなど、食育や農業に対する理解

を深めてもらうことが重要となっております。 

 

消費者側においても、自らが食の安全や望ましい食生活の実現について考え

るとともに、食の安全・安心に向けて生産者側が取り組んでいる現状を理解す

ることが大切であり、今後は、生産者とともに、環境負荷軽減に目を向けたＳ

ＤＧｓやＣＯ２ゼロエミッションなどを基調とする国の「みどりの食料システム

戦略」を意識した社会を目指していくことも重要視されます。 

 

あわせて、地産地消の推進や、産地形成と地域ブランド化による高付加価値

農業の推進など、安定的な農業経営に資するための地域の取り組みも必要とさ

れるところです。 

 

このような観点から、次の項目について対策を講じられたい。  

 

 

（１）安全・安心な農畜産物を市民に提供するため、環境に配慮した農業を支

援し、地産地消の拡大を図る施策を推進されたい。 

 

（２）食や農への理解を深めるため、地元食材を活用した学校給食を増やす取り組み

や農業体験、親子農園等の活用により、作る楽しさ大変さを実感し、食品ロスを

低減する取り組みなど食育事業の推進を引き続き図られたい。 

 

（３）地場農畜産物の消費拡大のために、消費者や実需者、宿泊施設・飲食店等に対

するＰＲ活動を推進するとともに、地元野菜や地場産品を使用した新商品の開発

や販売に対し積極的な支援をお願いしたい。 

 

（４）地場農畜産物の生産を推進するにあたっては、再生可能エネルギーの活用など、

環境負荷の軽減を意識した施策を図られたい。 

 



 - 7 - 

５．有害鳥獣による農業被害対策の推進について 

 

 エゾシカやカラス、キツネに加え、近年、出没が多発しているヒグマなどの有害

鳥獣は、圃場の農作物に大きな被害を与えており、生産農家にとっては深刻な問題

となっております。 

 

 中でもエゾシカは、生息数や農業被害額が拡大しており、侵入防止柵の設置や猟

友会による駆除などの対策に取り組んでいるものの、今まで発生していない地域で

の農業被害も発生しております。こうした中、ハンター人口は減少、また高齢化な

どの課題が浮き彫りとなっており、地元生産者は大変苦慮している状況にあります。 

 

 平成３０年の恵庭市国有林内での誤射事件に端を発した国有林での狩猟期間に

おける銃猟立入禁止区域が設定され、事実上、国有林での狩猟ができない状況とな

っていることにより、エゾシカ個体数の増加や農業被害の拡大が危惧されており、

エゾシカをはじめとする有害鳥獣による農業被害を軽減するため、次の項目につい

て対策を講じられたい。 

 

 

（１）国の鳥獣被害防止総合対策事業の拡充についての要請と、シカ捕獲単価の上乗

せ（緊急対策）も含め拡充されてきている市の「鳥獣害防止対策事業」の予算確

保、また令和６年度に創設された「農業者サポート事業」の鳥獣害対策について、

３年に１度の支援から毎年活用できるよう事業期間設定の緩和をお願いしたい。 

 

（２）エゾシカをはじめとする有害鳥獣駆除を推進するため、ハンター育成の支援措

置について引き続き国、道に要請されたい。 

 

（３）エゾシカによる農業被害を軽減させるため、国有林（美岬地区）での狩猟期間

における銃猟立入禁止区域の解除について森林管理署へ要請されたい。 

 

（４）エゾシカやヒグマの駆除は、広域的な対策が効果的であることから、国、道に

よる駆除対策が推進されるよう要請されたい。 

   あわせて、警察、森林管理署、猟友会などと協力した効率的な捕獲手法の検討

を進められたい。 

 

（５）侵入防止柵の効果を持続させるためにも、維持補修や再整備に係る経費につい

ての財政的支援を国、道に要請するとともに、市の助成の継続をお願いしたい。 
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６．農業ＤＸ・スマート農業・ＡＩ技術の導入促進について 

 

 我が国の農業は、担い手の減少・高齢化の進展による労働力不足が深刻化しており、

離農の増加により農業者人口の減少が続く一方で、一経営体あたりの経営面積が拡大

傾向にある状況で、どのように農作業の省力化や効率化、経費削減や生産性の向上を

図っていくのかが大きな課題となっています。 

 

 国は、これらの課題解決の一つとして自動走行トラクター、ドローンやＧＰＳなど

位置情報データの活用等の先進技術の活用が有効であるとし、令和６年５月改正の基

本法の関連３法案の一つ「スマート農業技術活用促進法」において、スマート農業技

術の活用と開発・普及に関する二つの計画認定制度を創設しました。 

 

 また近年、ＡＩの画像解析による病害虫の自動検出、画像やセンサーデータのＡＩ

解析による適切な肥培管理など、ＡＩ技術が急激に進歩しており実装が進んでいます。 

 

 網走市においてもＧＰＳ基地局の整備・拡充やＧＰＳ対応トラクターの導入、光フ

ァイバー回線の整備、生産現場でのドローン利用などが進んでおり、今後もスマート

農業技術はＡＩも実装して進歩し続け、その必要性が増してくると思われます。 

 

これらの先端技術を確実に活用するためには、今後、現場人材の育成が必要となっ

ており、必要な免許取得や研修などが効率的に進められる必要があります。 

 

このような状況において、次の項目について対策を講じられたい。 

 

 

（１）規模拡大した網走農業において、ＡＩなどスマート農業技術の導入や高度化し

た技術に対応するための人材研修は必須となっていることから、市において令和

６年度に創設され、これらの支援にも対応した「農業者サポート事業」の継続と

拡充をお願いしたい。 

 

（２）実装が進むスマート農業技術を活用した農業機械（ハード）やソフトウェアな

どは著しく高額化しており、農業経営の大きな負担になっていることから、継続

した支援につながるよう国の支援事業の「充実」と「当初予算化」について、国・

道に要請されたい。 

 

（３）当地域の農業は個人経営も法人同様に規模拡大が進んでいるが、省力化につな

がる国の支援事業において「個人経営」の農業者が対象外となっていたり、法人

と比較して上限事業費に差があったり、ポイントの取得が難しい状況となってい

ることから、国の補助事業の対象や要件については「個人」か「法人」ではなく

規模に応じたものにするなど、適切に支援を受けることができる制度設計になる

よう、国・道に要請されたい。



 - 9 - 

７．肥料・飼料・生産資材・燃料等の高騰対策について 

 

肥料をはじめ飼料、生産資材、燃料など農業生産に必要不可欠なものについては、

原料の大半を海外からの輸入に依存しており、その価格高騰が生産者に大きな負担と

なっています。 

 

価格高騰のこれまでの経過としては、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行や

世界的な食料需要の高まり、ウクライナ侵攻、中国の自国優先政策、円安などの影響

を受け急速に上昇しました。 

 

この農業資材高騰は、ウクライナや中東、更には台湾情勢の悪化などの国際情勢を

鑑みても早急な改善は見込まれず、肥料・飼料価格は高騰前の 2020 年と比較して未だ

１.４倍以上と高値で推移しているほか、生産資材や農業用機械なども高騰し続け、生

産者のコスト負担が増大していることから、今後の農畜産物の安定的な生産に支障を

きたす状況となっています。 

 

また近年、気候変動に伴う温暖化や酷暑の影響で、褐斑病の慢性化や新たな害虫な

どが発生し、防除に係る費用や人的な負担がさらに増大してきております。 

 

こうした中、来年度単価改定が予定されている「経営所得安定対策」については、

現時点でその方向性が示されていませんが、極めて重要な制度であることから、今後、

農作物の価格転嫁と併せて、生産コストの迅速な反映など制度の充実が求められてい

ます。 

 

以上のことから農業生産の持続的発展のため、以下の項目について対策を講じられ

たい。 

 

 

（１）肥料・飼料等の資材価格の高騰についての抜本的な対策の検討と、農作物の価

格について農業者が再生産可能な価格となるよう、価格転嫁の仕組みについて、

国・道に要請されたい。 

 

（２）砂糖調整金や配合飼料などの補てん制度については、国の財源も含めて持続さ

れるよう、国・道に要請されたい。 

 

（３）農産物の生産コストの上昇を的確に反映した「経営所得安定対策」の実現に向

けた制度の充実と継続について国・道に要請されたい。 
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８．家畜伝染病の対策について 

 

家畜伝染病に対する防疫は畜産振興を図る上で重要な役割を担っており、近年、国

内外において口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、豚熱などが発生していることから、

その重要性はますます高まっています。 

 

口蹄疫については、国内では 2010 年 4 月に宮崎県において発生しましたが、その後

2011 年２月に日本は「ワクチン非接種口蹄疫清浄国」に認定されていますが、韓国・

北朝鮮・ロシア・中国等のアジア諸国において引き続き口蹄疫が発生しており、国内

への侵入リスクは依然として高い状況にあります。 

 

豚熱については、2018 年９月岐阜県での発生以来、24 都県で 100 事例発生してお

り、北海道での発生はありませんが、ワクチン接種県でも発生していることからも、

アフリカ豚熱とあわせリスク管理の徹底が求められています。 

 

高病原性鳥インフルエンザについては、2022 年 4 月と 5 月に網走市の 2 つの家きん

農場において発生しましたが、今シーズンは道内で国内初の事例が発生しており、渡

り鳥の飛来により高病原性鳥インフルエンザが国内に侵入するリスクは極めて高い状

況であると考えています。 

 

家畜伝染病の発生は、発生農場のみならず地域経済・社会に重大な影響を及ぼすこ

とから、当市における発生は避けなければならない重要な課題であり、より一層の防

疫意識の向上を図る必要があります。 

 

また、家畜伝染病予防法において、家畜伝染病の「発生の予防」、「早期の発見・通

報」及び「迅速な初動対応」に重点が置かれており、それらに沿った家畜伝染病防疫

体制の整備が求められています。 

 

このような状況において、次の項目において対策を講じられたい。 

 

 

（１）発生の未然防止のため、道、関係機関、ＪＡ、自衛防疫組合との連携の強化を

図られたい。 

 

（２）農家への防疫意識の啓発及び発生予防対策に対する支援について検討されたい。 

 

（３）初動対応のための体制と必要な資材の整備を図られたい。 
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９．農業委員会制度の堅持について 

 

平成２７年に農業委員会等に関する法律が改正され、その中で農業委員会の主務で

ある担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止と解消、新規参入の促

進など農地等の利用の最適化を積極的に推進していくことが何よりも重要とされまし

た。 

 

また、従来からの所掌事務である農地法や農業経営基盤強化促進法などの法令業務

の適正な執行が求められるなか、農地利用の最適化や担い手の育成などに関する業務

対応が重点化されたことにより農業委員会業務は多様化し、その業務量が増加してい

る状況にあります。 

 

さらには、令和５年度に「改正農業経営基盤強化促進法」が施行されたことにより、

当市においても地域計画が策定され、「農用地利用等促進計画」による農地の権利移動

が開始しました。この制度は農地の権利移動に関する事務が非常に煩雑で、また目標

地図の管理業務も含め事務局の負担が大幅に増加しています。 

 

農業は網走市の基幹産業のひとつであり、人口減少に伴う担い手の不足により、今

後、耕作放棄地が発生することなどが懸念されている状況下において、生産基盤であ

る農地の利用調整をつかさどる農業委員会の役割や、独立行政機関として適正に農地

行政を執行していくことは、ますます重要性が高まるものと考えられます。 

 

このような状況において、次の項目について対策を講じられたい。 

 

 

（１）農業委員会の充実について 

農業委員会の果たす役割がますます重要となるなか、円滑な事務執行や知識習得

並びに資質向上のため必要となる各種研修会への参加に関する予算の確保・充実を

要望する。 

 

（２）農業委員会制度の堅持 

農地法の法令業務の全国的な統一性、公平性、客観性等を確保し、国民の食料の

確保、地域農業の振興を図るためにも、今後とも独立行政機関としての農業委員会

制度を堅持するとともに、事務局体制の強化について要望する。 

※事務局体制の強化については、地域計画の管理に伴う目標地図の管理業務や法改

正により煩雑化した農地の権利移動事務に対応するため事務局職員の１名増員を

切に要望する。 

 


